
2-33 

 

2.1.8 あつぎ鮎まつり期間中の対応   

本事業地は、「あつぎ鮎まつり」のメイン会場となっている。あつぎ鮎まつりは、今

年で第 75回（74 回及び 75 回はコロナ禍の影響で中止）を迎える厚木市最大のイベント

であり、「かながわのまつり 50選」の一つに数えられ、約１万発の大花火大会やパレー

ド、ダンスコンテストなど、市民参加型の催しが２日間にわたり繰り広げられるが、中

でも三川合流点地区で開催される「あつぎ鮎まつり大花火大会」では、祭りの雰囲気も

最高潮に達し、毎年 50万人以上の見物客で賑わう。本事業地はその打ち上げ会場とな

っていることから、祭り期間中のみならず、準備期間中も含めて本事業地の一部が優先

的に使用されることが想定され、夏の書き入れ時でもあり本事業への影響が懸念される

ことから、運営事業者のまつりへの関わり方も含め、関係団体との協議が必要である。 

 

資料_第 71 回あつぎ鮎まつり花火大会会場設営図 



2-34 

 

2.1.9 利活用の早期実現  

本事業地の利活用については、平成 19年度策定の「水辺ふれあい構想」にはじまり、

本調査に至るまで長年に渡って検討されてきた経緯がある。  

本事業地は河川空間整備の難しさから、計画を進めてきたものの整備実現に至らなかっ

た経緯があるが、本事業地が市のシンボル的な場所であることから、その利活用について

は市民の期待も高く、市の長年の懸案事項であった。近年、河川法第 24条の準則が改定

され民間事業者が事業参入しやすくなるなど、河川空間を地域資源と捉えその利活用に対

する期待が高まってきたことを受け、本事業地でもより河川空間をいかした利活用計画の

立案と、その実現が望まれている。さらに、本事業地に立地するスポーツ施設（野球場、

市民プール）は、施設の老朽化等を理由に撤去されることが決まっており、撤去工事との

関連からも跡地の利活用については早急な対応が求められる状況である。 

 

表 2.1-3_本事業地の利活用に関する検討経緯と今後の予定 

年 度 内 容 

平成 19 年度 水辺ふれあい構想策定、水辺ふれあい基本計画策定 

平成 20 年度 相模川・中津川厚木市河川利用構想策定 

平成 21 年度 あつぎ三川合流点河川利用市民案提言 

平成 22 年度 相模川三川合流点地区かわまちづくり検討委員会設置  

相模川厚木市水辺拠点創出基本計画の素案策定 

平成 24 年度 相模川厚木市水辺拠点創出基本計画策定 

平成 26 年度 厚木市スポーツ施設整備推進計画 

平成 28 年度 バーベキュー利用者へのアンケート調査実施  

水辺ふれあい拠点検討推進委員会設置 

平成 29 年度 社会実験実施、現地測量及び基本設計 

平成 30 年度 社会実験実施、相模川水系相模川・中津川河川整備計画策定（国・

県） 

令和 2年度 官民連携手法検討のためのサウンディング型市場調査実  

水辺ふれあい拠点整備に向けた庁内検討会設置  

神奈川県と河川占用事前協議 

令和 3年度 本調査実施、市民意見交換会開催、河川占用協議、事業方式決 

令和 4年度 実施方針の策定、市民意見交換会開催、河川占用協議 

令和 5年度 事業者選定、事業開始 
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2.2 各法令等における制約条件の整理及び既存施設の把握 

本項目では、地域特性や利活用状況、都市計画関連の上位計画及び河川法令関連の制

約条件を整理するとともに、既存施設把握のために既往資料の整理を行う。 

 

2.2.1 本事業地における制約条件 

河川区域 

本事業地は、一級河川相模川、中津川、小鮎川が合流する地点の相模川及び小鮎川

右岸にあたり、全域が河川区域内となっている。 

なお、本事業地においては、河川法第６条の３号地（堤外の土地（政令で定めるこ

れに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。）の区域のうち、

第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定

した区域）指定をされている区域は無い。 

なお、現地状況を把握するため、現地踏査を実施した。 

本事業地における河川区域の概要図、現地踏査写真位置図及び整理写真の一覧を次

に示す。 
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図 2.2-1_本事業地における河川区域の概要図 

低水路 

本事業地は全てが河川区域 

（ただし、3号地指定箇所無し） 

※本図に記載している河川区域線は、現地での正確な位置を保障するものではない。 

高水敷 
※ただし、３号地指定は無し 
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2.2.2 都市計画関連の上位計画における制約条件の整理 

都市計画法 

厚木市は、首都圏整備法で規定する「近郊整備地帯」に指定されており、厚木市の行政

区域である 9,384 ヘクタール全てが都市計画区域となっている。このうち、市街化区域は

3,201 ヘクタール、市街化調整区域は 6,183 ヘクタールである。（令和元年９月 13日県告

示第 188 号） 

このうち、本事業地は、次の図に示すとおり、市街化調整区域に位置付けられている。 

 

 
出典_厚木市地図情報システム 

本 事 業
地 
市街化調整区域 
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建築基準法 

本事業地を含む、厚木市において用途地域が定められていない地域については、建築基

準法により建築形態制限を受けることとなっている（「厚木市建築形態制限（平成 16年４

月１日施行）」）。 

なお、この建築形態制限施行後に新築、増築などを行う場合は、容積率や建ぺい率など

指定する規制値に適合する建築とする必要がある。また、市街化調整区域で建築物を建て

る場合は、開発許可等の必要がある。 

 

 

指定区域 市街化調整区域内で、用途地域の指定のない区域 
容積率 100％（一部の区域 300％） 
建ぺい率 50％（一部の区域 60％） 

道路斜線制限 1.25（勾配） 
隣地斜線制限 20＋1.25（勾配） 

  出典_用途地域が定められていない地域における建築形態の制限（厚木市 HP 
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kenchikushidoka/11/2/924.html） 

 

都市公園法 

本事業地は、都市公園法に基づく都市公園とはなっていない。 

根拠資料として、厚木市所有の都市公園の一覧を次に示す。 

出典_厚木市所有の都市公園一覧（厚木市 HP） 
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/koenryokuchika/2/3091.html） 
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出典_厚木市所有の都市公園一覧（厚木市 HP） 
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/koenryokuchika/2/3091.html） 
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出典_厚木市所有の都市公園一覧（厚木市 HP） 

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/koenryokuchika/2/3091.html） 
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道路法 

本事業地は、小田急小田原線相模川橋梁方向から上流に向かい、相模川から中津川（神

奈川県道 601 号酒井金田線交差点）までの河川堤防天端道路が、厚木市市道（神奈川県河

川管理施設との兼用工作物）となっており道路法の適用を受ける。 
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2.2.3 河川法における制約条件の整理 

本事業地は、「1.2.1 地域特性及び利活用状況の整理」にて整理したとおり、全域が河

川区域内となっている。このため、施設整備や民間活力導入における洪水時の浸水リスク

や河川法の制約に関連する条件である、河川整備基本方針や河川整備計画等の河川関連

上位計画、河道特性や流況、河川区域等の内容を整理する。 

 

■河川整備基本方針の解説 

河川法第十六条に基づき、河川整備の基本となるべき方針に関する事項について河

川管理者（一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事）が策定する。 

 

■河川整備計画の解説 

河川法第十六条の二に規定されており、河川基本方針に沿って計画的に河川の整備

を実施すべき区間について、より具体的な川づくりが明らかになるよう計画を示した

ものであり、河川管理者が策定する。 

 

■河川区域内における施設整備及び官民連携の利活用や収益事業実施のポイント 

河川区域内では、施設整備や民間事業者による利活用や収益事業実施について、「河

川整備基本方針」、「河川整備計画」及び「河川法令」により制約を受ける。 

この制約は、河川が公共用物であること（河川法第二条）、また、洪水、津波、高潮

等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持さ

れ、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、

国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進す

ることを目的としていること（河川法第一条）に起因する。 

施設整備や民間活力導入における制約条件（治水安全度や洪水時の浸水リスク等）

を整理する必要がある。 

本事業地で適用される「相模川水系河川整備基本方針(平成 19年 11 月 22 日）」、「相

模川水系 相模川・中津川河川整備計画(平成 30 年７月）」に基づき、本業務を進め

るうえで必要となる河川整備計画の河道計画諸元について、次に示す。 



2-43 

 

 

表 2.2-1_本事業地（相模川）における河道縦断計画諸元 

距離標 15.2k 15.4k 15.6k 

計画高水位(T.P.＋m) 20.16 20.51 20.86 

計画堤防高(T.P.＋m) 22.16 22.51 22.86 

堤防余裕高(m) 2.0 

 

表 2.2-2_本事業地（中津川）における河道縦断計画諸元 

距離標 0.0k 0.2k 

計画高水位(T.P.＋m) 20.90 21.64 

計画堤防高(T.P.＋m) 22.10 22.84 

堤防余裕高(m) 1.2 

 

表 2.2-3_本事業地（相模川・中津川）における河道横断計画諸元 

区間 相模川(6.6k～34.2k) 中津川(0.0k～18.1k) 

堤防余裕高(m) 2.0 1.2 

堤防天端幅(m) 7.0 4.0 

堤防法面勾配(1:○○) 1:2.0 1:2.0 
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出典_(一部加筆)：「相模川水系相模川・中津川河川整備計画 」 
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出典_(一部加筆)：「相模川水系相模川・中津川河川整備計画 」 
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出典_(一部加筆)：「相模川水系相模川・中津川河川整備計画」 

本事業地 

出典_(一部加筆)：「相模川水系相模川・中津川河川整備計画」 
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河川法令 

相模川においては、「相模川水系 相模川・中津川河川整備計画(平成 30 年７月）」が

策定されており、本事業地は、相模川距離標 15.2k～15.6k 付近右岸（中津川合流点）

に位置するため、神奈川県管理区間となっている。 

なお、河川整備計画における本事業地の当面の河川整備については、特に記述されて

いないが、本事業地対岸（左岸）に河道掘削計画があるほか、中津川距離標 0k付近に

堤防整備計画がある。 

 

制約の概要 

河川法において河川は、災害の防止、適正利用、流水の正常な機能の維持、河川環境の整

備と保全がされるよう総合的に管理する必要があるため、工作物の設置を原則として認め

ていない。 

また、河川は公共用物として位置付けられており、本来一般公衆の自由な使用に供される

べきものであるため、その占用は原則として認められていない。 

 

河川法の目的 

 河川法の目的は、災害の防止、河川の適正利用、流水の正常な機能の維持、河川環境の整

備と保全が総合的に管理されることで、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進する

こととなっている。 

 

【河川法第一条】 

  この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河

川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がさ

れるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて

公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 

 

河川管理の原則等 

 河川は、公共用物であること、また、河川の流水は私権の目的となることができないとな

っている。 

 

【河川法第二条】 

  河川は、公共用物であって、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成さ

れるように適正に行なわれなければならない。 

２ 河川の流水は、私権の目的となることができない。 
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河川区域 

 河川区域は、流水が継続して存する土地（１号地）、河川管理施設の敷地である土地（２

号地）、堤外の土地（１号地と一体で管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定し

た土地（３号地））に分類される。 

 なお、本事業地は、全域が河川区域であり堤防部が２号地、それ以外が１号地となってい

る（河川管理者である神奈川県確認により３号地は無い）。このため、現況で澪筋部より一

段高くなっている箇所（市営野球場や市営プール、市営テニスコートが設置されている位置）

は、仮に洪水時により現況地形が改変される事態が生じた場合であっても、堤防等の河川管

理施設に影響が無い限りは、河川管理者は原状復旧する必要が無いため、利活用上計画を行

う上ではこの点に十分留意する必要がある。 

 

【河川法第六条（抜粋）】 

  この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。 

一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状

況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地（河岸の

土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している

土地を除く。）の区域 

二 河川管理施設の敷地である土地の区域 

三 堤外の土地（政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。

第三項において同じ。）の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を

行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域 

 

 
  

１号地 ２号地 ３号地 ２号地 

出典_(一部加筆)：国土交通省 HP（河川用語集） 
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河川管理施設等の構造の基準 

河川区域内に設置可能な工作物は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、

水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造としなければならず、政令で定める技

術的基準によるものとなっている。 

なお、技術基準は、「河川管理施設等構造令」や「工作物設置許可基準」等であるが、一

般的な河川工作物の構造物に対しての技術基準となっているため、レクリエーション施設

やアクティビティ施設等に対しての適用は定められていない。このため、レクリエーション

施設やアクティビティ施設等の設置については、これらの基準を準用しかつ、洪水流等の安

全な流下など治水上支障がないことを技術的に証明する必要があるため、河川管理施設や

一般的な河川工作物以外の工作物を永久工作物として整備することは難しい状況となって

いる。 

 

【河川法第十三条】 

  河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物（以下「許可

工作物」という。）は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧

その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。 

２ 河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造につい

て河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。 

 

流水の占用の許可 

河川の流水を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受ける必要がある。 

本事業地では、既存市営プールに使用する水を河川管理者より、河川法第二十三条流水占

用許可を受けて取水利用している。 

なお、流水の占用の許可の新規取得は、流域全体の利水計画との調整が必要であるため、

慣行水利の許可水利移行を除き、全国的に認められる例がほとんどない。 

 

【河川法第二十三条（抜粋）】 

  河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管

理者の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川の流

水を占用しようとする場合は、この限りでない。 
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土地の占用の許可 

河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。 

本事業地における、市営野球場、市営テニスコート、市営プール等の既存施設では、河川

管理者より河川法第二十四条の土地の占用許可を受けている。 

なお、今後の利活用計画において本事業地を利活用しようとする場合は、河川管理者より

同許可を受ける必要があり、河川法第六条で整理したリスクなどを十分踏まえた占用計画

が求められる。 

 

【河川法第二十四条】 

   河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。

以下次条において同じ。）を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところに

より、河川管理者の許可を受けなければならない。 

 

工作物の新築等の許可 

河川区域内に工作物を設置しようとする場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。 

本事業地における、市営野球場、市営テニスコート、市営プール等の既存施設では、河川

管理者より河川法第二十六条工作物の新築等の許可を受けている。 

なお、今後の利活用計画において本事業地に工作物を設置しようとする場合は、河川管理

者より同許可を受ける必要があり、河川法第十三条で整理した基準の準拠及び洪水流等の

安全な流下など治水上支障がないことを技術的に証明する必要が求められるため、仮設構

造物としての設置も候補に含めた検討が現実的であると考えられる。 

 

【河川法第二十六条（抜粋）】 

   河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、

国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河

川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を

新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。 

 

土地の掘削等の許可 

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土や切土等の土地の形状を変更する行為や竹

木の栽植もしくは伐採をしようとする場合は、河川管理者の許可を受ける必要がある。 

本事業地で開催される「あつぎ鮎まつり」の鮎のつかみ取りでは、小鮎川の河道を一部掘

削により改変し、つかみ取り場を設置しているため、河川管理者より河川法第二十七条土地

の掘削等の許可を受けている。 

なお、今後の利活用計画において本事業地で土地の掘削等を実施する場合は、河川管理者

より同許可を受ける必要があり、河川法第十三条で整理した基準の準拠及び洪水流等の安
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全な流下など治水上支障がないことを技術的に証明する必要が求められるとともに、現況

の堤防等の河川管理施設への影響が無い範囲・規模での掘削とする必要がある。 

 

【河川法第二十七条（抜粋）】 

   河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変

更する行為（前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。）又は竹木の栽

植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理

者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、こ

の限りでない。 

 

許可工作物の使用制限 

河川法第二十六条第一項の許可を受けて工作物を新築または改築した場合においては、

当該工事について河川管理者の完了検査を受け、合格した後でなければ当該工作物を使用

してはならないこととなっている。 

本事業地においても、今後の整備で河川法第二十六条第一項の許可を受けた工作物を新

築または改築する場合が想定されるが、河川管理者の完了検査を考慮した施設の供用開始

時期を計画する必要がある。 

 

【河川法第三十条（抜粋）】 

   第二十六条第一項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又

は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後

でなければ、当該工作物を使用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工

作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使

用することができる。 

 

原状回復命令等 

河川法第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置した場合においては、工作物の用

途廃止時に河川管理者に速やかに届け出なければならないこととなっている。 

また、河川管理者は、河川管理上必要があると認めるときは、工作物を除去し、河川を原

状に回復させる等の必要な措置を命ずることができるとなっている。 

本事業地においても、今後の整備で河川法第二十六条第一項の許可を受けた工作物の機

能を廃止する場合も想定されるが、機能廃止時の届出や工作物の除去、河川の原状回復につ

いて考慮した施設整備とする必要がある。 
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【河川法第三十一条（抜粋）】 

   第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途

を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。 

２ 河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認める

ときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必

要な措置をとることを命ずることができる。 

 

河川敷地の占用許可制度 

「（１）河川法令」で整理したとおり、河川区域の土地を利活用しようとする場合に

おいては、河川法第二十四条の土地の占用許可が必要であり、「河川敷地占用許可準則」

（事務次官通達）により審査した上で河川管理者が許可を行うこととなっている。 

 

河川敷地占用許可準則の変遷 

「河川敷地占用許可準則」は、昭和 40年に策定され、社会ニーズに対応するため順次

改正されている。 

次に変遷の概要を示す。 

 

●「河川占用許可準則」の変遷概要 

• 昭和 40 年制定 （昭和 40 年 12 月 23 日付 建設事務次官通達） 

 ⇒新河川法施行（昭和 39 年制定、昭和 40年施行）によるもの。 

⇒河川敷地の占用許可に当たっては、公園、広場、運動場等について優先的に行い、

広く国民一般の利用を図る。 

⇒原則として河川敷地の占用は認めるべきではないが、社会経済上必要やむを得ず許

可する場合においては、治水上又は利水上支障を生じない場合等の要件を満たすこ

とが必要。 

• 昭和 58 年 一部改正 （昭和 58 年 12 月１日付 建設事務次官通達） 

⇒昭和 56年 12 月の河川審議会答申「河川環境管理のあり方について」において、「緑

ある河川空間を確保し、その適正な利用を図るため、遊水池並びに湖沼及びダム貯

水池周辺の河川敷地に関する占用許可の基準、河川敷地等における植樹基準等を含

めて河川敷地占用許可準則を見直すこと」の要請によるもの。 

⇒中小河川並びに遊水池及び湖沼・ダム貯水池に係る占用については、堤防法尻から

の保安距離を５ｍに緩和。 

⇒「ただし書」により、河川管理上支障がないよう樹種及び栽植位置の選定等が行わ

れた場合には、１ｍを超える植物の栽植を認めた。 

⇒転倒式の構造の工作物を認めた。 

 • 平成６年 全面改正 （平成６年 10 月 17 日付 建設事務次官通達） 
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⇒社会経済の変化と準則施行後 29年間に蓄積された実務経験を踏まえ全面改正実施 

⇒準則の対象とする占用許可は、工作物の新築又は改築を伴うもの（同法第 26条）を

含むものとした。 

⇒多人数が利用する大規模施設であって、その利用機会が国民に等しく開かれている

もののうち、公共空間である河川利用のあり方に適合するものについては占用を許

可することができるものとした。 

⇒例示する施設（一 公園、緑地又は広場 ニ 運動場‥‥）について、国、地方公共団

体、公益法人その他これらに準ずる者又は営利を目的としない者（公的主体等）の

申請に対して、占用を許可することができることとした。 

⇒例示する施設（一 道路又は鉄道のための橋梁又はトンネル、‥‥）について、公的

主体等又は事業活動のため河川を利用することが必要やむを得ない者に対して占用

許可することができることとした。 

⇒占用許可の期間について、公園、緑地、運動場その他これらに類する施設又は工作

物は、10年以内、その他は、５年以内となった。 

• 平成 11 年 全面改正 （平成 11 年８月５日付け 建設事務次官通達） 

⇒平成８年６月の河川審議会答申などによるもの。 

⇒占用許可にあたり、河川管理者が地元市町村等の意見を聴取する制度を創設 

⇒占用許可を受けることができる者を明確にするとともに、「市街地開発事業を行う者」

と「河川マリーナの整備を行う者」等を追加 

⇒占用許可の対象となる施設に、「堤防の天端若しくは裏小段又は地下に設置する道

路」、「遊歩道等の親水施設」、「鉄道駅が設置される鉄道橋梁」等を追加 

⇒占用施設の位置、構造等について画一的な基準を廃止し、治水上支障を生じないこ

とについての基本的な性能基準を示すことにより、個々の河川の形状等の特性を踏

まえ、実態に即した運用を図ることとなった。 

⇒地元市町村が占用許可後に河川敷地の具体的利用方法を決定することができる「包

括占用許可制度」を創設 

⇒一般公衆のパブリックアクセスのための通路、占用施設相互間の連絡歩道や便所、 

ベンチ等の確保 

⇒占用許可後の履行状況の確認と許可条件違反に対する是正措置の指示、監督処分等 

の実施の明確化 

⇒占用の継続について改めて内容の審査をし、必要に応じて期間の短縮、不許可処分

の実施 

• 平成 17 年 一部改正 （平成 17 年３月 28 日付 国土交通事務次官通達）  

⇒包括占用許可対象者の拡大 

⇒（河川空間のオープン化の社会実験実施） 

• 平成 23 年 一部改正 （平成 23 年３月８日付 国土交通事務次官通達） 
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⇒河川空間のオープン化実施（民間事業者等の営業活動を許可） 

• 平成 28 年 一部改正 （平成 28 年５月 30 日付 国土交通事務次官通達） 

⇒民間事業者等を都市・地域再生等占用主体に定めた場合における民間事業者等の占

用許可期間を「３年以内」から「10 年以内」に延長 

河川占用の基本的な方針 

河川占用の基本的な考え方は、次のとおりである。 

 

・方針１：治水上又は利水上の支障が生じないものであること 

 ⇒工作物の設置、樹木の栽植等を伴う河川敷地の占用は、治水上又は利水上の支障を生じ

ないものでなければならない。 

・方針２：他の者の河川の利用を著しく妨げないものであること 

 ⇒河川敷地の占用は、他の者の河川の利用を著しく妨げないものでなければならない。 

 ⇒必要に応じて、他の者の水面等の利用を確保するための河岸への通路又は河川管理用

の通路が確保されていなければならない。 

・方針３：河川整備計画等に沿ったものであること 

 ⇒河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている場合は、

当該計画に沿ったものでなければならない。 

 ⇒本事業地において、保全すべきこととされている河川敷地については、当然保全の趣旨

出典_国土交通省資料 
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に反する占用の許可はできない。 

・方針４：土地利用状況、景観及び環境と調和したものであること 

 ⇒河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、か

つ、それらと調和したものでなければならない。 

 

また、河川敷地は、基本的にその周辺の住民により利用されるものであること等から、占

用の許可に当たっては、地域の意見を聴いたうえで河川管理者が判断する必要があるとさ

れている。 

 

占用主体 

河川占用を受けることができる者は、次に掲げるものである。 

 

・占用主体１：国又は地方公共団体（道路管理者、都市公園管理者、下水道管理者、港湾管

理者、漁港管理者、水防管理者、地方公営企業等である場合を含む。） 

・占用主体２：独立行政法人都市再生機構、地方公社等の特別な法律に基づき設立された法

人 

・占用主体３：鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、

電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可等を受け

て公益性のある事業又は活動を行う者 

・占用主体４：水防団体、公益法人その他これらに準ずる者 

・占用主体５：都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業を行う者又は当該事業と

一体となって行う関連事業に係る施設整備を行う者 

・占用主体６：河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する協議会

等において、河川水面の利用の向上及び適正化に資すると認められた船舶係

留施設等の整備を行う者 

 

ただし、占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等及び 

占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好団体等も、それ

ぞれ当該占用施設について占用の許可を受けることができるものとされている。 

 

占用施設 

占用施設は、次に示す施設である。 
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・占用施設１：次のイからニまでに掲げる施設その他の河川敷地そのものを地域住民の福利

厚生のために利用する施設 

イ 公園、緑地又は広場 

 ロ 運動場等のスポーツ施設 

 ハ キャンプ場等のレクリエーション施設 

 ニ 自転車歩行者専用道路 

 

・占用施設２：次のイからホまでに掲げる施設その他の公共性又は公益性のある事業又は活

動のために河川敷地を利用する施設 

イ 道路又は鉄道の橋梁（鉄道の駅が設置されるものを含む。）又はトンネル 

 ロ 堤防の天端又は裏小段に設置する道路 

 ハ 水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブ

ルその他これらに類する施設 

 ニ 地下に設置する下水処理場又は変電所 

 ホ 公共基準点、地名標識、水位観測施設、その他これらに類する施設 

 

・占用施設３：次のイからロに掲げる施設その他の地域防災活動に必要な施設 

 イ 防災用等ヘリコプター離発着場又は待機施設 

 ロ 水防倉庫、防災倉庫その他水防・防止活動のために必要な施設 

 

・占用施設４：次のイからホまでに掲げる施設その他の河川空間を活用したまちづくり又は

地域づくりに資する施設 

 イ 遊歩道、階段、便所、休憩所、ベンチ、水飲み場、花壇等の親水施設 

 ロ 河川上空の通路、テラス等の施設で病院、学校、社会福祉施設、市街地開発事業関連

施設等との連結又は周辺環境整備のために設置されるもの 

 ハ 地下に設置する道路、公共駐車場 

 ニ 売店(周辺に商業施設が無く、地域づくりに資するものに限る） 

 ホ 防犯灯 

 

・占用施設５：次のイからハまでに掲げる施設その他河川に関する教育及び学習又は環境意

識の啓発のために必要な施設 

 イ 河川教育・学習施設 

 ロ 自然観察施設 

 ハ 河川維持用具等倉庫 
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・占用施設６：次のイからニまでに掲げる施設その他の河川水面の利用の向上及び適正化に

資する施設 

イ 公共的な水上交通のための船着場 

ロ 船舶係留施設又は船舶上下架施設（斜路を含む。） 

ハ 荷揚場（通路を含む） 

ニ 港湾施設、漁港施設等の港湾又は漁港の関連施設 

 

・占用施設７：次のイからニまでに掲げる施設その他の住民の生活又は事業のために設置が

必要やむを得ないと認められる施設 

イ 通路又は階段 

 ロ いけす 

 ハ 採草放牧地 

 ニ 事業所等からの排水のための施設 

 

・占用施設８：次のイ及びロに掲げる施設その他の周辺環境に影響を与える施設で、市街地

から遠隔にあり、かつ、公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地す

る場合に、必要最小限の規模で設置が認められる施設 

イ グライダー練習場 

ロ ラジコン飛行機滑空場 
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包括占用の特例 

河川占用者が市町村の場合に、治水上、環境の保全上等の河川管理上の支障が生じるおそ

れが少ない河川敷地において「4）占用施設」に示す占用施設に該当する施設を設置する場

合に、河川敷地の具体的利用方法を占用の許可後に当該市町村が決定できる制度である。 

 

出典_国土交通省資料 
https://www.mlit.go.jp/river/press_blog/past_press/press/9907_12/990804b.html 
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出典：国土交通省資料 
https://www.mlit.go.jp/river/press_blog/past_press/press/9907_12/990804b.html 
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占用許可準則の緩和 

「都市・地域再生等利用区域の指定（以下、河川空間のオープン化という。）」により、公

的主体の他に、営業活動を行う事業者等も占用主体となることができる他、オープンカフェ

やバーベキュー場等の営業活動を行う施設も特例として認められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典_国土交通省資料 

https://www.mlit.go.jp/report/press/river03_hh_000301.html 
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2.2.4 利活用状況と既存施設の把握 

本事業地では、複数の河川占用許可の下に、厚木市のスポーツ施設（市営野球場、市営テ

ニスコート、市営プール）として供用されている他、地元イベントの会場としても利用され

るなど、地域の活動の場として機能している。 

なお、厚木市スポーツ施設のうち、市営野球場と市営プールについては、厚木市のスポー

ツ施設整備計画により他施設への機能移転による統合が計画されている。 

また、市営テニスコートについては、本事業地内に移設する計画がある。 

 

現況施設機能 

本事業地における現況施設の機能及び施設概要一覧について次に示す。 

 

表 2.2-4_現況施設の機能及び施設概要一覧 

施設名 機能 規模 その他 
市営野球場 

・スポーツ、レクリ
エーション 

約 9,500 ㎡ ・施設統合予定 
市営テニスコート 約 2,200 ㎡ ・施設移設予定 

市営プール 約 1,900 ㎡ 
・施設統合予定 

※ポンプ設備については、流
用予定 

青少年広場 約 6,900 ㎡ － 

管理事務所 ・管理 約 200 ㎡ ・改築のうえ引続き管理事務所
として使用予定 

防災倉庫 ・防災 コンテナ６基 
約 80 ㎡ 

・既存施設をそのまま存置し活
用予定 

元町児童遊園 ・児童向け遊び場 約 470 ㎡ ・都市公園法の対象外施設 
・本事業により機能廃止予定 

四阿 ・休憩 １基 
（約 22 ㎡） 

・既存施設をそのまま存置し活
用予定 

上水道設備 

・インフラ 

詳細不明 ・堤防乗り越し管により厚木市
上水道より給水 

下水道設備 

詳細不明 
マンホールポ
ンプの設置あ
り 

・堤防乗り越し管により厚木市
下水道に排水 

留意事項：面積は、現況の利活用や現地状況を基に現況地形図の地物線を考慮し算出した

面積であるため、河川占用の申請及び許認可面積と面積値は異なる。 
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現況施設の利用状況 

本事業地における利用状況を把握するため、厚木市の入込観光客数とスポーツ施設

の利用者数次に示す。 

厚木市の入込観光客数は、年間 300 万人程度で推移しており、あつぎ鮎まつりの入込

客数は、７万人程度で推移している。また、令和２年度については、新型コロナウィル

ス感染症流行による入込客数の減少が見られる。 

既存スポーツ施設の利用については、テニスコートと青少年広場の利用が多くなっ

ている。 

 

 

図 2.2-2_厚木市入込観光客数と鮎まつり入込客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-3_既存スポーツ施設の利用状況 
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図 2.2-4_現況施設の配置概要図 

厚木市営野球場 

厚木市営テニスコート 

青少年広場 

管理事務所 

防災倉庫 元町児童遊園地 

四阿 

相模川 

中津川 

小鮎川 

厚木市営プール 
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河川占用の状況 

現況施設は、河川区域に存在しているため、河川法に基づく河川占用許可を受けた施

設となっている。河川占用許可の状況について、次に整理一覧を示す（令和４年３月１

日時点）。 

なお、厚木市スポーツ施設のうち、市営野球場と市営プールについては、厚木市のス

ポーツ施設整備計画により他施設への機能移転による統合が計画されており、市営テ

ニスコートについては、本事業地内に移設する計画がある。 

 

 

表 2.2-5_現況施設の機能及び施設概要一覧 

施設名 
河川占用面積（㎡） 

小鮎川 相模川 計 

野球場・テニスコート 2,631 11,951.19 14,582.19 

青少年広場 0 5389.54 5389.54 

計 2631 17,340.73 19,971.73 

 

また、河川占用面積は、平成 28 年３月 30 日許可時点（神奈川県指令厚土第 212067

号）に記載された面積が正しい値となっている。 
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資料_河川占用許可書 
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資料_河川占用許可書 
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資料_河川占用許可書 
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資料_河川占用申請添付書類（平面図①） 
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資料_河川占用申請添付書類（平面図②） 
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資料_河川占用申請添付書類（平面図③） 
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河川管理施設の状況 

本事業地では、河川管理者による河川管理施設の把握がなされていない。 

このため、現況平面図及び現地確認により河川管理施設と判断されるものについて

河川管理施設として次に示す。また、現況施設の配置概要について次頁に示す。 

なお、一部の堤防護岸（階段護岸）は、厚木市が設置している。 

 

表 2.2-6_現況河川管理施設概要一覧 

河川管理施設 河川管理施設の機能 備考 

堤防護岸 治水、環境（利活用） 一部野球場観覧席とし

て厚木市が設置 

坂路 治水（維持管理用）  

管理用通路 治水（維持管理用）  

車止め その他（安全管理）  

 

 



2-72 

 

 

図 2.2-5_河川管理施設の配置概要図 

相模川 
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小鮎川 

坂路 

坂路 

坂路 

堤防護岸 

堤防護岸 

堤防護岸 

堤防護岸 

河川管理通路 車止め 

車止め 

厚木市設置階段護岸 
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過年度に実施された河川管理者との協議結果の整理 

過年度に実施されている河川管理者との協議の結果を次のとおり整理する。 

 

表 2.2-7_過年度実施の河川管理者との協議結果整理一覧 

協議実施日時 主な協議内容 

令和２年６月 24 日 ・本該事業への PFI 若しくは Park-PFI 事業による施設整備につ

いて 

 ⇒河川法 24条の許可の適用条件に適するか引続き検討 

 

・民間事業者の河川占用申請について 

⇒河川占用許可準則より民間事業者の河川占用への許可は難し

い 

⇒河川空間のオープン化により、民間事業者の河川占用は可能

であるが、神奈川県管理河川での事例はない。 

 

・テニスコートの移設について 

⇒テニスコートの移設については、占用許可申請が必要にな

る。また、舗装等実施する場合は、県庁河川課決裁となり占

用協議に時間を要する。 

 

・堤防道路沿いの桜の植え替えについて 

⇒引続きの協議とする。 

 

令和２年８月 21 日 ・施設整備内容について 

 ⇒整備施設は、テニスコート（現況施設の移設）、大型遊具、

バーベキュー広場（管理棟込み）、トイレ、広場、ヘリポー

ト等を想定していることを関係者間で共有。 

 ⇒トイレについては、仮設であれば河川占用可能である。 

 ⇒舗装については、散策路等の小規模なものであれば可能であ

る。 

 

・整備後の維持管理について 

 ⇒維持管理については、民間事業者が実施することを関係者間

で共有 

 

・河川占用に係る手続について 

 ⇒民間事業者が占用主体となる場合は、河川空間のオープン化

が必要であることを関係者間で共有 

 ⇒河川占用協議に先立つ事前協議により、詳細設計の前提条件

確認が可能であるため、河川占用手続と詳細設計を同時に実

施した場合の手戻りを最小限とすることが可能であることを

関係者間で共有 

・都市計画決定について 

 ⇒都市計画決定について河川管理者からの意見は特に無いが、

河川空間のオープン化を今後進める中で、河川利用等調整協
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議会から都市計画決定の必要性に係る意見が出る可能性はあ

る。 

 

・事業手法について 

 ⇒本事業地については、河川整備計画で示されているとおり、

低水護岸の整備計画は無いことを関係者間で共有した。 

 

・簡易サウンディングについて 

⇒河川占用許可が必要前提となる内容以外であればサウンディ

ング調査の実施は問題ないことを関係者間で共有した。 

 

・かわまちづくり計画について 

⇒かわまちづくり計画策定は現段階で河川管理者として難しい

との回答を得た。 
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現地踏査結果 

現況施設の利活用状況や既存施設の位置等の確認、河川特性や堤防天端道路（厚木市

市道）、堤内地の土地利用状況などの把握のため、現地踏査を実施した。 

現地踏査結果について、位置図と写真一覧を次頁以降に示す。 
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図 2.2-6_現地踏査写真位置図 

堤内地：住宅地 


